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総務経済委員会 

                  日時 令和６年６月24日（月曜日） 午前９時00分 開会 

                  場所 委員会室 

 

本日の委員会に付した事件 

 １ 総務部 

    第71号議案                         「質疑・討論・採決」 

    第72号議案                         「質疑・討論・採決」 

    第76号議案                         「質疑・討論・採決」 

    第77号議案                         「質疑・討論・採決」 

 ２ 陳情、請願の審査 

    陳情５号 穂の香看護学校市立化の要望書        「説明・質疑・討論・採決」 

 

出席委員（９名） 

 委員長 竹下修平  副委員長 小林秀德 

 委 員 齊藤竜也  佐宗龍俊  小野田直美  村田康助 

     山口洋一  鈴木達雄  滝川健司 

 議 長 長田共永 

 

欠席委員（なし） 

 

参考人 

 学校法人穂の香学園 理事長 井田利明 

 

参考人の補助者 

 学校法人穂の香学園 事務長 戸田竜一 

 

傍聴者 

 ５名 

 

説明のために出席した者 

 総務部、企画部、産業振興部、消防本部の副課長職以上の職員 

 

事務局出席者 

 議会事務局長 鈴木隆司  議事調査課長 阿部和弘  書 記 山本弘美 

 書 記 請井悠人 
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   開 会  午前９時00分 

○竹下修平委員長 ただいまから総務経済委

員会を開会します。 

 本日は、21日の本会議において、本委員会

に付託されました第71号議案、第72号議案、

第76号議案及び第77号議案の４議案並びに陳

情１件について審査します。 

 審査は説明を省略し、直ちに質疑に入りま

す。 

 第71号議案 新城市税条例の一部改正を議

題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 それでは、第34条の７の

（９）の所得税法第78条第２項第４号に規定

する公益信託の信託財産とするために支出し

た当該公益信託に係る信託事務に関連する寄

附金のうち、愛知県知事又は愛知県教育委員

会の所管に属するものに対する支出って言う

けど、よく分からないんだけど、具体的にど

ういうのが該当するのか、説明してください。 

○竹下修平委員長 林税務課長。 

○林和宏税務課長 新しい公益信託制度とい

うものが発せられまして、今回の条例改正に

なるんですけれども、現行の制度においては、

一定の公益信託に許可が必要であったりとか、

特定公益信託あるいは信託会社に限られて受

け入れる資産も金銭のみということであった

んですけども、そちらが緩和され、金銭だけ

ではなく株でもいいとか、そのような制度改

正がございまして、それに伴い所得税法も改

正となりまして、それに伴ってこの今回の市

条例の改正ということで、金銭のみという言

葉を取ってあったりとか、その辺の条例改正

となっております。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 それではよく意味が分から

ないんだけど、現金だけじゃなく、現金以外

の株を寄附するということ、株を知事と教育

委員会に寄附するという、どういうケースで

すかね。 

○竹下修平委員長 林税務課長。 

○林和宏税務課長 これにつきましては、国、

県の公益とかのものに寄附できるものという

ことで、条例で決まっているところで寄附が

できるんですけれども、いわゆる今までは金

銭のみということであったんですが、幅が広

がるというところで、使いやすくなるという

ことでございますが、ちょっとこちら、本市

に該当がございませんでしたので、ちょっと

これ以上のことがうまく説明できなくていけ

ないですけども、一応そういうことで、税務

署に確認したところ、一応、制約が多かった

ものが緩和されて寄附金控除として取り扱え

るものが増えたということで理解しておりま

す。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 何か分かったような分から

ないようななんですけど、要するに現金以外

のものでも株式等の有価証券を含めて寄附で

きると解釈すればいいのかな。 

○竹下修平委員長 林税務課長。 

○林和宏税務課長 委員おっしゃったところ

でいいということでお願いいたします。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 何となく分かりました、は

い。 

 それから、第71条の固定資産税の減免のと

こですけども、以前は６割、４割、４割とい

うか、損傷の度合いによって減免率が変わっ

てたんですけど、細分化されたみたいですが、

この５割以上７割未満とか、３割以上５割未

満、２割以上３割未満という損壊被害の判断

はどういう基準で、誰がやるのか、その資格

は要るのか、その辺はどうなってますか。 

○竹下修平委員長 牧野税務課参事。 

○牧野幹予税務課参事 損害の割合の判定は、
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市の税務課の職員が行います。 

 基準については、国で示してあります認定

基準に基づいて、家屋を構成している屋根や

主体構造や外壁などにどのような損害があっ

た場合には、何点を減点するといった細かい

指針がありますので、それに基づいて損害割

合を算出いたします。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 国がその基準を示してると

いうことですけども、我々も県の応急危険度

判定士という試験というか、試験じゃなかっ

た、講習だけで資格を取ってるんですけど、

それには、当然、構造的に基礎ですとか、柱

の傾き、あと外壁とか屋根とかそういったも

のを総合的に判断して応急危険度判断するん

ですけど、それと似たような基準かなと思う

んですけど。 

 例えば、柱が何度以上傾きを測定する、要

するに下げ振りあってどれだけ傾いてるかと

いうのを測るというような形で危険度を判断

するんですけど、そういった基準が定められ

てるということなのか、事細かに定めてない

と個人の、恣意的な判断はしないでしょうけ

ども、第三者的に誰が見ても同じ判断になる

という基準になり得るのか。融通を利かせた

り、便宜を図ったりすることがあり得ないの

か。その辺について危惧されるんですけどい

かがですか。 

○竹下修平委員長 牧野税務課参事。 

○牧野幹予税務課参事 誰が行っても同じ減

免割合になるように、細かく点数がつけれる

ように設定はされております。 

 おっしゃられたように、下げ振りなどで傾

きを図りまして、全壊か全壊以外かというの

を判定しまして、全壊以外であれば、細かく

基礎に亀裂がどのように入っているか、何か

所入っているか、１か所につきどれだけ点数

を減点するかとか加点するかとかそういった

もので判定をいたしております。 

 災害が起こった際には、判定したその場で

は判定割合は示してこず、持ち帰りまして、

ほかの事案とともに写真などで減免の割合が

異ならないように、同じ基準で判定できるよ

うにということに気を配りまして、判定割合

を算出するようにいたしております。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 その辺に差異が生じないよ

うにしていただくということと、絶対評価な

のか相対評価なのか、持ち帰ってほかの物件

と比べて判断がばらつきがないようにすると

いうの、かなり判断に微妙なとこあるし、特

に細分化されると僅か１点で変わってしまう

というような状況になりますので、その辺に

十分留意して執行していただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 鈴木達雄委員。 

○鈴木達雄委員 同じくですけども、第71条

の災害時の固定資産税の減免、引上げという

のはいいことだと思うんですけど、床上浸水

について、項目がなくなってほかのところに

含まれたということですけど、外力による損

害がある場合に限り、全壊から半壊の認定基

準により判定するというような、資料要求で

いただいた資料に説明が載っておるんですけ

ど、外力による損害がない場合もあり得ると

いうことなんですが、それは該当しないとい

うことなんですが、その辺の状況というのが

どういう状況なのか伺いたいと思います。 

○竹下修平委員長 牧野税務課参事。 

○牧野幹予税務課参事 どういう状況かとい

うのがちょっと意味が図りかねますが、流水

や瓦礫や土砂などそういったもので家屋の主

体の構造や外壁などに損害が生じていれば、

その割合について、それ以上の判定があれば

判定をするという意味です。 

○竹下修平委員長 鈴木達雄委員。 
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○鈴木達雄委員 場合によると思うんですけ

ど、じわじわじわっと下から水が上がってき

たというような静かな浸水という場合は、畳

が浮けばちょっと被害があったということか

もしれませんけども、その辺も運用の部分か

もしれませんけど、あり得るということです

よね、じわじわ浸水という、で該当しないと

いう。 

○竹下修平委員長 牧野税務課参事。 

○牧野幹予税務課参事 浸水のみで床や外壁、

内壁などに損害が出ていなければ、判定割合

が出ない可能性もあります。 

 ただ、水に浸かっただけでも剥離などが出

ていれば、そういったものは、程度は低いで

すが判定の割合に出ることもありますので、

浸水した後の状況によります。 

○竹下修平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 ここで言ってるのは、焼け

て失った、埋まってしまった、もしくは流出

したということなので、ただ水がぴちゃぴち

ゃと来て、来ましたよ、畳も何もかもそのま

ま残っていれば、それは流出ではないという

判断をされるのか。 

 これ、保険でやる約款に書いてあることと

違うもんだから、焼けてなくなってしまった、

埋まってしまった、流出というのは普通は流

れ出たということなので、当該、固定資産税

をかける対象とする建物から中のものが流れ

て失ってしまったということで判断する。こ

れ全部、２は10割も８割も６割も４割も同じ

ことが書いてあるので、そこら辺の判断とい

うのかな、一般的に床上浸水の規定というの

は実はあるもんだから、それとは別になると

思うんですが、ちょっとその辺、これあくま

でも税金を１年間いいですよということ、そ

の割合によっては100％から40％になるよと

いうことだと思うので、ちょっとその辺、最

初のこと、消失、埋没、もしくは流出した部

分の床面積だということなので、この辺はど

ういうふうに判断するのかだと思います、あ

くまでも建物なので。 

○竹下修平委員長 今の質疑の内容はちょっ

と自分も。 

 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 分からんか。 

 分かるのは、この３人しか分からないから。

また、全部確認しておいてください。 

○竹下修平委員長 分かりました。 

 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 流出する意味ね。 

○竹下修平委員長 はい。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 滝川委員のときの質疑に戻

るんですけど。ちょっと気になってた、ずっ

と。 

 一番最初に書かれている信託財産とするた

めに支出した当該公益信託に係る信託事務に

関する寄附金のうちという、法が新しくなっ

てる部分で、説明では、金銭じゃなくてそれ

以外のもの、多分、株って言っちゃったから

余計分かりにくくなったような気がするんで

すけど、その他いろんな寄附があった場合に、

寄附ができるようになるという御説明だった

んですけれど、これって寄附は別に寄附だと

思うんですけど、要は控除を受けられる寄附

の幅が広がりましたよということでよろしい

ですよね。 

○竹下修平委員長 林税務課長。 

○林和宏税務課長 申し訳ございません、そ

うでございます。 

 今回、寄附金控除の対象になるということ

で、幅が広がったということでございます。

先ほどの説明がちょっと間違っておりました

ので、訂正させていただきます。すいません、

よろしくお願いします。 

○竹下修平委員長 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 間違ってはないかもしれな
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い。 

○竹下修平委員長 林税務課長。 

○林和宏税務課長 すいません。ができるよ

うになり、さらにそれが控除の対象になると

いうことで、すいません、よろしくお願いい

たします。 

○竹下修平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○竹下修平委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第71号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第72号議案 新城市個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

改正を議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第72号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第76号議案 財産の取得を議題とし

ます。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 それでは、第76号議案。ち

ょっと説明あったと思うんですけど、年式と

いうか走行距離、それから、新城市が保有す

る他の救急車の中で一番年式あるいは走行距

離が古いのか、その辺についてお願いします。 

○竹下修平委員長 加藤消防署参事。 

○加藤広樹消防署参事 新城市消防本部で保

有しております一番古い救急車の更新となり

ます。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 年式と走行距離を教えてく

ださい。 

○竹下修平委員長 加藤消防署参事。 

○加藤広樹消防署参事 平成24年式、走行距

離につきましては６月18日現在20万5,459キ

ロとなります。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 分かりました。 

 この古い車両の処分方法についてお伺いし

ます。ネットオークションなのか、どっか下

取りに出すのか、海外に持っていくのか、お

願いします。 

○竹下修平委員長 加藤消防署参事。 

○加藤広樹消防署参事 次年度、官公庁オー

クションへ出品する予定です。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 官公庁オークションという

ことですけども、過去にもこういう救急車を

出されたと思いますけども、どの程度で落札
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されているのか。他市の事例も含めてお願い

します。 

○竹下修平委員長 加藤消防署参事。 

○加藤広樹消防署参事 これまでの救急車に

つきましては、寄贈のものもありますし、一

番直近でありますと、新城市民病院のＤＭＡ

Ｔへ車両を提供したということもあります。 

 これまでの実績からすると、30万円から

40万円の売却ということで実績があります。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○竹下修平委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第76号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第77号議案 訴えの提起（反訴事件）

を議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、確認をさせていた

だきたいと思います。 

 この件は、いわゆる令和元年から令和４年

までの間に、松風苑マネジメント株式会社さ

んが被った損害のうち1,000万円と年３分の

延滞損害金を市に請求されたということなん

ですけど、市としては第10条第３項の理由で、

市の支払いの責務はないということが１つ。 

 もう１つは、令和３年４月から10月まで、

また、令和３年12月と１月を除いた温泉使用

料を滞納しているので、この分というのが約

91万９千円を請求するという反訴を起こした

ということでよろしいでしょうか。 

○竹下修平委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 今、委員が申されたと

おりでございます。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 まず、訴状というか、あれ

見たんですけど、代表取締役が２人おったの

かな、名前が違ってる人が２人おって、名字

は一緒だったんですけど、どちらが代表なの

か、相手なのか、その辺をお願いします。 

○竹下修平委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 今、お尋ねのありまし

た代表取締役でございますが、福政慧英と書

いてるところですね。 

 以上でございます。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 まず、経緯を見ますと、令

和５年12月に訴えられてるんですけど、未払

いが令和３年11月にあって、12月、１月はな

し、それ以降今日まで支払いがないというこ

となんですけど、出が悪くなって直してほし

いというのですけども、その話があったのが

令和元年12月頃から不足となり、市へ相談と

か、対応されずということなんですけど、そ

の間は、令和３年10月までは支払いがあって、

令和元年12月、令和２年から令和３年10月ま

では出が悪いけど支払いがあったということ

ですよね。 

○竹下修平委員長 横山観光課長。 

○横山和典観光課長 今、委員がおっしゃら

れたとおりです。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 11月は支払って、12月、１

月は払わない。この辺がよく分からないんで

すけど11月払うのに、12月、１月は督促した
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ら払ってくれたということなんでしょうか。 

○竹下修平委員長 横山観光課長。 

○横山和典観光課長 11月を支払っていただ

けてなくて、12月、１月はなぜか支払いはい

ただけております。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 あと、この３万1,420円っ

てずっと定額ですけども、これは定額制なの

かなと判断したんですけど、使用量に関係な

いのか。それと、９月分だけ８千円ほど高く

なってるんですけど、その辺の理由と支払い

方法について教えてください。 

○竹下修平委員長 令和５年度９月分だけで

すかね。 

 横山観光課長。 

○横山和典観光課長 定額の金額がありまし

て、ある一定の数量を超えなければ使用料が

かからないということで、それが３万

1,420円というのが定額分になっております。 

 それで、多く支払われている月に関しまし

ては、さらにそれ以上使用された月になりま

す。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 使用されてるということは、

出が悪くないということで判断していいんで

すか、いかがでしょう。 

○竹下修平委員長 横山観光課長。 

○横山和典観光課長 その令和元年12月当時

は、やはり、温泉のポンプの調子が悪い時期

がありまして、その令和２年３月にポンプは

直しておりますので、その時期に関してはち

ょっと出が悪い時期はあったと思っておりま

す。 

 それ以降につきましても、実際悪いときも

あったとは思うんですけれども、出てはいた

っていうことがここでは確認できると思いま

す。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 直してからは通常に出てた

にもかかわらず支払いがされてなかったと。 

 これって、市に配湯管の管理義務がなく、

懈怠はなくっていうその第10条第３項から損

害に責任は負わないと規定しているというこ

とは、どういうケース、これは要するに、敷

地内の管理は温泉側のあれなのか、市側まで

の管理する配管以降で問題があるのか。この

条項の規定する責任を負わないという条件は

どういう条件でしょう。 

○竹下修平委員長 横山観光課長。 

○横山和典観光課長 市で管理している配管

の部分についてになりますので、メーターま

での部分のことをいっております。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 通常、そういうことだと思

いますし、メーター以降は温泉側というかホ

テル側の管理であり、そこに責任がある場合

はしようがないということなんですけど、そ

れはその温泉側もどちら側に責任があるのか。

使ってるということは、その予約がキャンセ

ルした時点では、どっち側の配管に原因があ

ったのか、ポンプが悪かったっていうことは

市側に責任があるみたいだし、それ以降、配

管が詰まっていて、メーターより前なのか後

ろで詰まってたのかよく分かりませんけど、

キャンセルがあった時点はどういう状況だっ

たんですか。 

○竹下修平委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 訴訟の係争中というこ

とで、あまり深い話まではちょっとできませ

んけども、今回は被告側からは、令和元年か

ら請求をされております。 

 そうしたところで、我々市側に被告から連

絡があり、そして、配管のところを修理した

というのが、令和３年12月の下旬頃に、被告

側から連絡があって、それから、春先にかけ

て、２回ほど修繕をしておるということでご

ざいます。 

 ですので、その間につきましては、減免と

いうことで考えておるんですが、ということ
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で、我々としても、その期間についてはそう

いった事象が、修理をしてるし、確認ができ

てるということではありますが、それ以上の

期間外の部分についても、今回請求の対象に

なっておるということで、そこら辺を含めて

訴訟になってるということで御理解いただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○竹下修平委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 予約がキャンセルになって、

その同額の損害賠償請求を受けて、ホテル側

が支払ったということですけど、実際にばか

に高かったような宿泊料だったような気がし

ますが、それはこちらがとやかく言うことじ

ゃないんですけど。 

 本当に、その２千何百万円もキャンセル補

償をしたという証明はあるんですか。これ裁

判に関することで答えられないと言うかもし

れませんけど、本当にそんなに払ったのかな

という疑問があったんですけど、いかがです

か。 

○竹下修平委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 今、委員おっしゃられ

たとおりだと思っております。我々もそうい

うように思っております。なおかつ、コロナ

禍にちょうどかぶっておる期間までがこの期

間に含まれておるということで、海外渡航

云々の制限の時期もあったということもあり

ますので、これが適切な額であるという認識

は持っておりませんので、そこは争っていく

というところで、今、進めておるところです。 

 以上でございます。 

○竹下修平委員長 答えていただきましたが、

あまり裁判の内容には入らないように御注意

ください。 

 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 実際に、そのキャンセルの

補償をしたという前提で裁判が行われている

と理解しておきますけども、それは裁判の中

で明らかになっていくことと思います。 

 １回ちょっと確認したいんですけど、キャ

ンセルされて損害を被った補償を求める訴訟

と、温泉使用料を払わない反訴と、土俵が違

うような気がするんですけど、訴えの中で、

その反訴という形でこの訴訟をやるやり方と

いうのは、これはよくある例なのか、別に訴

訟を新城市が起こして、損害請求の訴訟とは

違う支払い請求みたいな形でやるとは、また

違うケースなのか、その辺の手続上のことは

どうなってるんでしょうか。 

○竹下修平委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 そもそも反訴事件自体

が、まさに今回と同じような事例になります。

相手から訴えをされたという中で、我々とし

ても、今回、損害賠償請求ですので、うちも

損害賠償請求で、事案としてはかけたいとい

う中で、そもそも反訴事件というのは、訴え

られた１つの事件の中で同時に審議をかけて

いくというのが、そもそもの反訴というもの

になりますので、今回まさにガッツリはまっ

てますので、その対応でやっていくというこ

とでございます。 

○竹下修平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○竹下修平委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第77号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 次の陳情の審査のため暫時休憩をいたしま

す。 

 

   休 憩  午前９時33分 

   再 開  午前11時00分 

 

○竹下修平委員長 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 陳情者、学校法人穂の香学園理事長、井田

利明氏から提出されました穂の香看護学校市

立化の要望書を議題とします。 

 本日は、参考人として学校法人穂の香学園

理事長、井田利明さん、そして、補助者とし

て戸田さんの出席を得ております。 

 この際、委員長として私から一言御挨拶を

申し上げます。 

 本日は、お忙しい中にもかかわらず総務経

済委員会の陳情審査のために御出席を賜り、

誠にありがとうございます。委員会を代表し

て心から御礼申し上げますとともに、忌憚の

ない御意見をお述べいただくようよろしくお

願いいたします。 

 早速ですが、議事の順序について申し上げ

ます。 

 初めに、参考人から陳情に関して御説明や

御意見を述べていただき、その後、委員から

の質疑にお答えいただくようにお願いをいた

します。 

 それでは、井田さん、御説明をよろしくお

願いします。 

○井田利明参考人 穂の香学園の理事長の井

田と申します。今日はお忙しいところ、委員

会を開いていただきましてありがとうござい

ます。 

 要望書として、経緯と、それと市立化につ

いて、大項目は２通りなんですけど、一応、

経緯については、新城市の地域医療、広域医

療の現状を踏まえて、地域に住んでる人々の

健康とか医療、福祉を支えるために看護職を

養成するために、令和３年３月２日に理事長

に就任いたしました。 

 その際に、その以前の累積債務を２億

6,456万8,875円を同年３月31日に清算し、資

産総額１億1,506万7,978円としました。この

穂の香学園の理事長に就任するまでの経緯に

ついて、平成10年12月22日、土地所有者より、

学校法人尾張学園大谷大学に土地が贈与され、

平成25年７月４日、同学校法人より、土地建

物が新城市に贈与され、平成26年４月１日に、

学校法人穂の香学園穂の香看護専門学校とし

て設立されたという経緯があります。 

 以上が経緯についてです。 

 次に、なぜ穂の香看護専門学校の市立化に

ついて、非常に私自身が、令和３年、令和４

年、令和５年、６年目なんですけど、この３

年間、コロナに非常に痛めつけられまして、

どうにか学校に資金を、個人の資産を随分投

入しまして、現在も投入中なんですけど、看

護学校という性格ですね、入学者を確保しな

ければ安定した学校経営が行うことができな

いと。新城市に、多くの学生を呼び込んで、

それで、どうにかこの新城市と市の活性化に

つながらないかなと。そのために、やはり永

続して学校が存続しなくてはいけないと。 

 実は、私も５月にコロナにかかりまして、

１か月入院したもんですから、そのときよく

考えまして、やっぱり存続するためには公立

化したほうがいいんじゃないかと。医療と福

祉と介護に関与する、要するに地域医療が重

要視されるもんですから、そのための看護職

を養成しなくてはいけないと。それは非常に

重要だなと。これは、常々私ども、病院勤務

40年ぐらいしてましたので、痛感していると

ころです。 

 つきましては、穂の香看護専門学校を取り

巻く環境が非常に変わってきまして、東三河

地区の医療福祉、医療圏の提言書でも、診療

科目には細かく書いてあるんですけど、要す

るに医療の世界というのはマンパワーなんで



－10－ 

すね。医者と看護職を確保しなくてはいけな

いと。看護職も若い看護師、その地域に定着

して、若い看護師を一人でも多く確保しなく

てはね。これは、どこの地方行ってもそうな

んですけど、そういう観点から、どうしても

経営の安定化を図っていきたいと。 

 安定化を図ることによって、地域の医療と

かなんかの問題も安定してくるんじゃないか

と。特に、医療圏の計画を見ますと、疾病ご

とに入ってるわけですね。消化器、循環器、

脳外科、そういう疾病ごとに分かれてるんで

すけど、実際は、全部、医者と看護職なんで

すね、マンパワー。特に、看護職の場合は特

定看護師とか診療看護師とか、細かい専門的

な看護師が制度的に、今できてますので、そ

の基礎づくりでちゃんとした看護師を、若い

うちに育てなきゃいけないと。それが、医療

の、特に地域医療、特に新城市の場合は、非

常に高齢率が高いもんですから、これから在

宅医療が非常に増えてくると思うんですけど、

在宅の医療の担い手は、もろ看護職なんです

ね。時間的に勤務が長いもんですから、なる

べく若い看護師を養成しないと、人口の老齢

化に追いつかないと思うんですね。 

 ですから、どうしても看護専門学校は、隣

接もそうですけど、豊川もそうですけど、豊

橋もそうです、浜松市もそうですけど、みん

な市立で看護専門学校やってるわけですね。

定数が決まってるもんですから、特にそうい

う面では、行政の方、議会の方の意見を聞い

て、市立化をできたら実現できないものかと

思いまして、要望として出させていただきま

した。 

 何か質問があれば言っていただきたいんで

すけど。 

○竹下修平委員長 説明は以上でよろしいで

すか。 

 ありがとうございました。 

 以上で、参考人からの説明、意見が終わり

ました。 

 次に、参考人に対する質疑に入ります。 

 なお、念のため申し上げますが、参考人は

委員長の許可を得てから御発言をいただくよ

うにお願いいたします。また、委員に対して

の質疑をすることができませんので御了承を

お願いいたします。 

 質疑はありませんか。 

 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 今の説明だと、看護師が大

事だよということの説明にはなってたんです

けれど、市立化すると安定化に進むというと

ころの根拠がよく分からなかったんですけれ

ど、なぜ民間から市立化、新城市立化すると

安定するって言えるんですかね。 

○竹下修平委員長 井田利明さん。 

○井田利明参考人 １点が、資金的な問題で

すね。大体、今のところ補塡してるんです、

私、個人的に。でも、資金的に安定した財源

がないと継続しないんじゃないかと。 

 これは、５月に僕が入院して、本当に痛い

ほど分かったんですけど、やっぱり経営安定

は、公立にしたほうが、べらぼうにお金かか

るっていうわけではないですから、定員決ま

ってますので、40人って、１学年。だから、

やっぱり資金的に安定するということですね。 

○竹下修平委員長 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 そうすると、税金を投じる

ということになると思うので、それは資金的

に安定するのではなくて、要は負担が市民に

いくということになると思うんですけれど、

それをするべきだということですか。 

○竹下修平委員長 井田利明さん。 

○井田利明参考人 要望として、やはり看護

職って公共性、公益性のあるもんですから、

住民の方と先生方と話していただいて、必要

がないということであれば、それでしようが

ないと思うんですけど、公益性のある看護職

なもんですから、やっぱりそれは市、この中

でも、戴帽式とか入学式に来ていただいた先

生いると思うんですけど、みんな真剣で真面
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目ないい生徒なんですよ。 

 だから、僕としては、僕が病気しても存続

できるような形にしたいなと。それで公益性

のある公共部にお願いしないと、なかなかそ

れはできないなと。特に、ほかの隣接の浜松

の市立病院の看護学校も、豊橋の、豊川の学

校も皆さん県立並びに市立でやってるんです

けど、やはり非常に安定してますよね、そう

いう面では、そういうことです。 

○竹下修平委員長 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 安定してるというか安定さ

せてるということだと思うんですけど、要す

るに税金を投じて。実際に、現状、穂の香看

護学校の入学者だったりとか卒業者の中から、

じゃあ新城市民病院に勤めている子が何人い

るかというと、多分多くて３人とか４人とか

という状況じゃないですか。そうすると、公

益性で新城市が税金を投じて、新城市に還元

される公益性というのはかなり薄くなってし

まうと思うんですけど、だとしたら、市立化

じゃないほうが民間経営でいわゆる経営力を

高めていったほうが、まだ私としては広い範

囲の公益性が担保されるのかなと思います。 

 僕たちの新城市がお金を出すということに

なって、じゃあ新城市に還元されるかという

と、民間の方がまだ還元されるんじゃないん

ですかね、と思ったんです。 

 あとは、実際に今言ったように、卒業生の

中から、じゃあ新城市民病院だったりとかと

いうところにそのまま就職される。でもこれ

は、需要と供給の問題なので、人材が欲しい

か欲しくないかの、というところと、その人

材が適しているかどうかというところになる

と思いますから、何て言うんでしょうね。公

益性が担保されていれば、そこが伸びるかと

いうとそうではないと思います。 

 なので、そこの部分を市立化してクリアに

できるという根拠がないと、先ほどの説明だ

と、やっぱりどうしても看護師さんが大事な

んだよとか、ドクターが大事だよということ

はよく分かりましたし、それは私たちも多分

病院とか行っていれば分かると思うんですけ

れど、そうではなくて、市立化するためのポ

イントというのが、経営の安定化ということ

だけだと思うんですけれど、説明の中だと。

そこ以外にはないんですかね。 

○竹下修平委員長 井田利明さん。 

○井田利明参考人 やっぱり、ほかの隣接の

看護専門学校見ると、民間がやってるより市

がやったり、県がやったり、特に、宝陵高校

なんかの高校から衛生看護科つくってますか

ら、非常に地域の病院とか何かには還元して

ると思うんですよ。豊橋の市立の看護専門学

校も、一時おかしくなりましたけど今はもう

安定期の、市立になったら安定期に、浜松の

看護学校もそうですけど、やっぱり安定して、

それでいい看護師が育って、卒業して病院で

活躍すると。 

 だから、今言われたような民間でやったほ

うが経営的にいいんじゃないかと。学校法人

の基本は、非営利法人で利益を出してはいけ

ないわけですよね。現状、プラマイ・ゼロな

んですね。普通の民間の会社とかなんかと違

って、学校法人というのは利益出してはいけ

ないもんですから、ギリギリでやってるわけ

ですね、ギリギリで。 

 だから、ここですからざっくばらんのこと

お話ししますけど、今、銀行から借入れがう

ちは850万円しかないんですよ。あとはです

ね、私の私財とお金を入れてるわけです、毎

月。で、一番大変なコロナのときに、そうい

うふうに、当初もお金随分かかりましたから、

どうにかね。コロナにちょうどぶつかっちゃ

ったもんですから、非常に経営してるほうと

して不安でしたね。 

 だから、今、言われたような不安でいっぱ

いで、隣接の日本看護学校協議会ってありま

して、全国組織なんですけど、愛知県にもあ

るんですけど、いろいろ関係者等御相談する

と、やっぱり要望としてね、市に出してみな
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さいという御意見が多かったもんですから、

出させていただいて、今みて御意見をたくさ

んいただいて、それでいろいろ考えようと思

ってるんですよ。 

 地域で必要がないと言えばやめるしかない

ですから。看護学校って定員決まってるんで

すね、法律で。３学年でも120名なんですよ。

だから、前の理事長もね、糖尿で目が失明し

てしまって、半分、同情的な気持ちで僕は引

き継いだわけなんですけど、入って、引き継

いですぐコロナの期間入りましたんで。どう

にか、コロナの危険終わりまして、それでや

っと令和６年になって今安定してきて。 

 今、前と違ってオープンキャンパスってや

ってるんですね、毎年。それで、今年８回に

なるんですね、来年の入学者も。今月は11人

なんですよ、29日にオープンキャンパスやる

んですけど、11人か12人。全然違うんですね、

今年は、反応が。前はね、そんな集まらなか

ったんですよ。今、今年に入って６月29日に

やって、オープンキャンパス11人、あと８回

ありますから。だから、これで来年は入学者

が正常になってくるなというのが実感です。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 鈴木達雄委員。 

○鈴木達雄委員 経営の安定化という話を伺

ったんですけど、もとは入学者数というか生

徒の数かなと、学生の数かなと思うんですが、

コロナもあったというお話でありましたけど

も、この３年間、４年間というか、どんどん

下がって、定員の見直しもあったようなこと

も聞いてるんですけど。学生が、いわゆる経

営安定できるぐらいの数になるように、どう

いうアプローチをされていたのかなというこ

とですけども、それと、また減っていった理

由というのはどういうふうに判断されている

のか。その辺はどうでしょう。 

○竹下修平委員長 井田利明さん。 

○井田利明参考人 今、先生がおっしゃった

とおり、非常にハンディキャップがありまし

て、私が理事長になる前に、そのときにいた

教員は全部首にしました。なぜかというと、

経理関係を見たら、個人と学校の経理がごっ

ちゃなんですね。教員もそうです、教員も全

部変えましたね。こちらの市の副市長も、前

任の理事に入ってましたんで、事情を聴くと

分かんないって言うんですよね。副市長が分

かんなかったら、私も全然分かんないですし、

全部入れ替えました。私の人間関係で、学校

教員、全部集めまして、もともと徳洲会にい

たもんですから、その関係で教員全部集めま

して、前の評判があまりにも悪すぎてしまっ

て。悪過ぎちゃって、それでコロナでしたか

ら、それを払拭するまで、大体３年かかりま

したね。令和３年、令和４年、令和５年。 

 ですから、今年のオープンキャンパスも集

まる人数が違いますよね、４倍ぐらいになっ

てますから、今年から。だから、あんまりに

も何か、何が不評か分からないんですけど、

非常にそういう御意見いただきましたね。 

 だから、僕は、僕の着任する前は分かんな

いんですよ、聞かれても、私のほうは。 

 前の副市長も理事に入ってましたんで。ど

ういうのなのか分からないですね。ただ、や

ってることは看護学校ですから、いろいろ事

情ありましたけど、やっと生徒が集まってき

たなというのが、つい最近ですね、やっと。 

 ですから、令和３年前のことは分かりませ

ん。だから、いい評判は出てなかったみたい

だね。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 鈴木達雄委員。 

○鈴木達雄委員 来年度というか、令和７年

度には、見込みとして入学者数も増えるんで

はないかというような、今、思いがあるわけ

ですか。 

○竹下修平委員長 井田利明さん。 

○井田利明参考人 今年からオープンキャン
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パスの来る応募が非常に多くて、あと８回あ

るんですね、３月までに。そうしますと、平

均して11人来ると、定数超えてしまうもので

すから、定数がもう40人しか取れないんです

ね。ですから、今は今年入って、応募者が急

に多くなりましたから。今年、急にですね。

そういう状態です。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 鈴木達雄委員。 

○鈴木達雄委員 今までの計上の累積の赤字

もあると思いますけど、来年度、定員40人入

ったとして、その先の経営の安定化につなげ

ていくという見込みができるのかどうかとい

うところを伺いたいと思います。 

○竹下修平委員長 井田利明さん。 

○井田利明参考人 私も医療機関に長く勤め

てたもんですから、看護学校もやってました

んで、どこの看護学校も赤字なんですね。そ

れを再建をしてきたのが何校かありまして、

今、看護学校延長して、医療大学の看護学部

って、４年制の大学にしたわけですね、湘南、

鎌倉にありますけど。 

 もう学校は最初から、それをよくしていく

というのは、いい学生が集まるような環境、

ムード、評判、特に地域の評判ですね。今ま

でやってきた看護学校も地方なんですよ、み

んな。田舎にある病院に附属をつくるとか。

僕の感触としては、オープンキャンパスで

11人今回来ましたので、今までと全然違う、

この３年間と全然違うんですね。３年間はね、

１人か２人なんですよ、来るのは。これが急

に６月から、これは中のスタッフの努力だと

思うんですけども、全然違うんですね。６月

から大体11人とか12人、すぐ来ないですから。 

 ですから、経営的には、損益の点が、１年

２年３年合わせて、約86名で損益分岐点だと

思うんですよ、86名で。なぜ、そうやって経

費を抑えられて出来上がってる、大体教員が、

各いろんな、豊橋病院とか新城市民病院とか

なんかの看護部長やった方がおるもんですか

ら、そのぐらいのＯＢの教員で、経験ベテラ

ンな方。 

 ですから、普通の、豊橋なんて大体看護職

の部長やると1,200万、300万円なんですよ、

給与が。それを学校ということで、非常に安

くしていただいて、皆さん先生やっていただ

くと。要するに、生徒を教えるのが好きだと

いう先生が今回集まったと思うんですけど、

やっぱり、そういう評判が少しずつ浸透して、

応募者が多くなってきたなというのが、来年

度も、その次も続くと思うんですけど、やっ

とそういうのが変わってきましたね、ムード

が。 

 これは、各協力病院もあって、この近くの

協力病院もあって、すごく感じるんですけど、

ちょっと違います、病院の評価も違いますし。

やっぱり、そういう点で、安定軌道には、こ

こ１、２年でなるんじゃないかなと、僕は思

ってます。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 資料いただきました。過去

５年の卒業生の進路という資料をいただいて

おります。それを見させていただきますと、

うちの市が運営している病院から清智会の記

念病院さんまであるんですが、2023年、令和

５年度、そして2022年、令和４年度を見てみ

ますと、卒業された皆さんの数値に対して、

昨年度、令和５年度については３名の12.5％、

令和４年度は20人に対し１人ですので５％、

そして、御社が仕事を受けてからの年であり

ますので、61名の卒業生を送り出し、うち４

名の6.55％が新城市民病院ということなんで

すが、先ほどの理論でいきますと、これだけ

の地元の病院に入ってくれる看護師さんがい

ないということになると思うんです。 

 それで、ここに個人の開業医さんもお見え

になりますので、例えば、そちらに就職をさ
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れるという方もと見るんですが、これ見た限

りでは、市内の個人の開業医さんに職を求め

ていた方はお見えにならないということです

ので、ほぼうちの市民の皆さんの税金を投入

して市立化を図ったとしても、なかなか難し

いであろう。 

 一見、ここに４段目、５段目の病院さんが

市内の病院でありますが、これを含めても全

部で５名ということでありますので、そうい

った意味で、今の立場として、かなりのお金

がかかっております。先ほど、理事長おっし

ゃられたように、教授の諸氏の皆さん、お支

払いをかなり抑えていると言われましたけれ

ども、これ見ますと比較的、人件費が子ども

たちを教えるに限っては抑えられているなと

いうことがあります。そうしますと、本当に

いい教育ができるのかな。 

 そして、あなた方は、市立にした場合です

よ、した場合に、同じ教員、スタッフが見え

て、同じ待遇で例えばした場合に、子どもた

ちにそういう教育ができるのか。多くの今行

き合ってる人の皆さんの税金の下にこの学校

は運営されておりますので、あなた方はそう

いったことでの地域貢献をすべきなんですよ

ということまでやらないと、多分できないん

じゃないのかなと思いますが、その点はどの

ようにお考えなのか、お伺いをします。 

○竹下修平委員長 井田利明さん。 

○井田利明参考人 今、言われたような地域

貢献ですね、非常に私もびっくりしたんです

けど、クリニックさんもそう、医師会もそう

ですけど、看護学校に求人票を出してくるわ

けですよ、普通ね。こういう生徒、卒業生い

ないかということで。それで、市内の病院は

数か所しかなかったですよね、ない。そうい

うとこで希望者が少なかった。 

 進路指導で、研修した病院で、実習病院に

入職する方が多いですね、実習したとこ。で

すから、それはね、学校でどこどこ行けとか

何か、やっぱり実習先の病院に入る方が多い

です。 

 以上です。 

○竹下修平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、参考人に対する質疑は終了しまし

た。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 この際、しばらく休憩します。 

 

   休 憩  午前11時31分 

   再 開  午前11時39分 

 

○竹下修平委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 小林委員。 

○小林秀德委員 今回、穂の香看護学校市立

化ということに対しまして、不採択の立場で

討論いたします。 

 将来の医療を担う学生の育成ということに

対しましては、大切なことであると私も重々

思っております。 

 ただ、しかし先ほどの話の中で、以前、副

市長が理事で参加をしてましたが、その学校

の内容についてはよく理解できなかったとい

うこともありましたし、今、新城市の実情を

考えたときに、学校経営のノウハウが市には

ないということも踏まえると、今、市立化に

するということは考えにくいと私は判断しま

したので、不採択の立場として討論いたしま

す。 

○竹下修平委員長 ほかに討論はありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○竹下修平委員長 討論なしと認めます。 
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 討論を終了します。 

 これより採決します。 

 不採択の討論がありますので、起立により

採決します。 

 本陳情を採択することに賛成の委員の起立

を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○竹下修平委員長 起立少数と認めます。 

 よって、本陳情は不採択とすることに決定

しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件の審

査は全て終了しました。 

 なお、委員会の審査報告書及び委員長報告

の作成については、委員長に一任願いたいと

思います。 

 これに異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹下修平委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 これをもちまして、総務経済委員会を閉会

します。 

   閉 会  午前11時42分 

 

 

 

 以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。 

 

   総務経済委員会委員長 竹下修平 


